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ふれあい月間を迎えるにあたって 

 

校長  本橋 忠旗 

 

 まだまだ暑い日が続くものと思っていたら、急に寒さを感じるようになりました。早いもの

で 11 月です。二十四節気では、ちょうど霜降にあたるころとなります。次が、立冬ということ

を知れば、秋の深まりにも納得します。10 月 12 日の学芸会保護者鑑賞日には多くの皆様にご

来場いただき誠に感謝申し上げます。また、9 月 19 日には、創立 85 周年児童集会を行いまし

た。当日は、卒業生の方へのインタビューも交え、本校の歴史を振り返りながら、新たな歴史

を刻んでいかなくてはならないと感じた次第です。 

11 月 9 日には、運動会を行います。今年は、熱中症の心配が低くなる秋に設定し、多くの種

目や応援合戦を見ていただけるように 1 日の開催といたしました。短距離走や学年競技など、

紅白に分かれながら勝ちに向かって一生懸命に取り組みます。ときに勝敗は、自分一人での力

ではどうにもならないことがありますが、「勝ちに向かって全力で取り組む」「勝敗について正

しい態度をとる」ことは大切な経験となります。学校と保護者・地域の皆様とともに一人一人

の児童の頑張りを認め、励まし、達成感ある運動会をつくっていきたいと思います。 

 さて、東京都教育委員会では 6 月、11 月、杉並区教育委員会では 6、11 月に加え、3 月をふ

れあい月間として、いじめや暴力などの問題行動、不登校等の未然防止に向けて児童の健全育

成に関する取組みを行っています。本校でも学校生活に関わるアンケートの実施や高四ふれあ

いの木、あいさつパワーアップ運動、道徳や日頃の生活指導等を通じて人権尊重の教育を進め

てまいります。校内でも児童に敬称を付けて呼ぶことや人権意識を高める研修を行っています。 

今後とも教職員一同、児童や保護者、地域の皆様の願いを受け止め、信頼される学校づくり

に尽力してまいります。その実現に向けては、保護者や地域の皆様との協力体制の構築や十分

なコミュニケーションが不可欠です。 

児童の学校生活の様子や学習指導等についてのご心配、ご相談がある場合は、皆様と共通理

解を深めながら進めてまいりたいと考えております。ご相談の窓口としては、各学級担任や学

年主任をはじめ、養護教諭（兼教育相談コーディネーター）、スクールカウンセラー（毎週火曜

日）、校長、副校長、学校運営協議会があります。他にも、杉並区教育委員会、東京都が設置す

る各種相談機関等があります。 

児童の健やかな成長を支えていくことができますよう、引き続き、ご協力、ご支援のほど、

よろしくお願い申し上げます。 
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＜お知らせ＞ 

・ 杉並区済美教育センターが、11 月 5 日（火）から来年 1 月 24 日（金）にかけて保護者の皆様向けに教育

調査を実施いたします。別途、案内がありますので、ご協力をお願いします。 


